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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量物を載置するための段ボール製の台座と、当該重量物を上方から覆蓋するための段
ボール製の外装を備え、前記台座に載置した当該重量物を前記外装にて覆蓋した状態で、
前記台座と前記外装との間に掛け回したベルトを介して締結することにより、当該重量物
を梱包状態とする段ボール製梱包装置であり、当該梱包装置においては、
　前記台座を構成する底板は下面側に同底板と着地面間に所定高さの隙間を形成する脚部
を備えるとともに、前記底板は左右方向の中間部にて前後方向に所定長さ延びるスリット
を備え、
　前記底板における前記スリットの前端部位および後端部位を切断することにより、前記
台座を左右方向に２分割可能にしたことを特徴とする段ボール製梱包装置。
【請求項２】
　重量物を載置するための段ボール製の台座と、当該重量物を上方から覆蓋するための段
ボール製の外装を備え、前記台座に載置した当該重量物を前記外装にて覆蓋した状態で、
前記台座と前記外装との間に掛け回したベルトを介して締結することにより、当該重量物
を梱包状態とする段ボール製梱包装置であり、当該梱包装置においては、
　前記台座を構成する底板は下面側に同底板と着地面間に所定高さの隙間を形成する脚部
を備えるとともに、前記底板は前後方向の中間部にて左右方向に所定長さ延びるスリット
を備え、
　前記底板における前記スリットの左端部位および右端部位を切断することにより、前記



(2) JP 6000565 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

台座を前後方向に２分割可能にしたことを特徴とする段ボール製梱包装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の段ボール製梱包装置において、前記底板に形成されている前
記スリットの先端部は、前記台座の着地面間の隙間から切断刃が届く部位に位置している
ことを特徴とする段ボール製梱包装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷蔵庫、厨房機器、フラワーショーケース等の重量物を梱包するのに用いる
段ボール製梱包装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　段ボール製梱包装置の一形式として、重量物を載置するための段ボール製の台座と、当
該重量物を上方から覆蓋するための段ボール製の外装を備え、前記台座に載置した当該重
量物を前記外装にて覆蓋した状態で、前記台座と前記外装との間に掛け回したベルトを介
して締結することにより、当該重量物を梱包状態とする段ボール製梱包装置がある（特許
文献１を参照）。
【０００３】
　当該形式の梱包装置にて梱包された重量物は、梱包された状態で、フォークリフト等で
直接目的の場所まで運搬され、または、車両に積荷されて目的の場所まで運搬されて積み
卸され、梱包を解かれて梱包装置から取出される。梱包装置から取出された当該重量物は
、設定された場所に運ばれて設置されることになる。
【０００４】
　ところで、梱包状態にある重量物を梱包装置から取出すには、締結ベルトを取除いて外
装を取外し、開放された重量物を吊り上げ装置を用いて吊り上げて台座から取外すか、ま
たは、複数の作業者が協働して重量物を持上げて台座から取外す手段が採れている。しか
しながら、運搬される場所には、重量物を吊り上げる装置が存在していないことがほとん
どで、一般には、後者のごとく、当該重量物を人手で持上げて、台座から取外す手段が採
れている。
【０００５】
　このため、当該形式の梱包装置にて梱包された重量物を当該梱包装置から取出すには、
多くの人手を要することになる。例えば、重量物が大型の冷蔵庫やフラワーショーケース
であって、製品重量が２００ｋｇ程度である場合には、少なくとも４人の人手を要してい
た。
【０００６】
　上記した特許文献１にて「ダンボール梱包箱」の名称にて提案されている梱包装置は、
少ない人手で、重量物を梱包装置から取出すことを可能にしたものであり、当該梱包装置
では、台座に相当するトレイの底板の一側縁部に起立する側板を下方向に回動可能に取付
けて、目的の場所に着地されたパレットに載置されている状態のトレイの側板を、下方に
回動して展開して、トレイの底板の一側縁部から着地場所に延びるスロープを形成し、キ
ャスタ付きの重量物を、当該スロープ上を通して、トレイから取外す手段を採っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－２０８６７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した特許文献１に記載された発明と同様、少ない人手で、重量物の梱包
装置からの取出しを可能にすることを意図したもので、その目的とするところは、特許文
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献１に記載の発明のごとく、台座（トレイ）にスロープ形成用の側板を設けるという煩雑
な手段を用いることなく、少ない人手で、重量物の梱包装置からの取出し、特に、重量物
を台座から取出すことができるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、段ボール製梱包装置に関する。本発明が適用対象とする梱包装置は、重量物
を載置するための段ボール製の台座と、当該重量物を上方から覆蓋するための段ボール製
の外装を備え、前記台座に載置した当該重量物を前記外装にて覆蓋した状態で、前記台座
と前記外装との間に掛け回したベルトを介して締結することにより、当該重量物を梱包状
態とする形式の段ボール製梱包装置である。
【００１０】
　しかして、本発明に係る第１の梱包装置は上記した形式の梱包装置であり、当該梱包装
置においては、前記台座を構成する底板は下面側に、同底板と着地面間に所定高さの隙間
を形成する脚部を備えるとともに、前記底板は左右方向の中間部にて前後方向に所定長さ
延びるスリットを備え、前記底板における前記スリットの前端部位および後端部位を切断
することにより、前記台座を左右方向に２分割可能にしたことを特徴とするものである（
請求項１に係る発明）。
【００１１】
　また、本発明に係る第２の梱包装置は上記した形式の梱包装置であり、当該梱包装置に
おいては、前記台座を構成する底板は下面側に、同底板と着地面間に所定高さの隙間を形
成する脚部を備えるとともに、前記底板は前後方向の中間部にて左右方向に所定長さ延び
るスリット状を備え、前記底板における前記スリットの左端部位および右端部位を切断す
ることにより、前記台座を前後方向に２分割可能にしたことを特徴とするものである（請
求項２に係る発明）。
【００１２】
　本発明に係るこれらの梱包装置においては、前記台座を構成する前記底板に形成されて
いる前記スリットの先端部を、前記台座の着地面間の隙間から切断刃が届く部位に位置さ
せるようにすることができる（請求項３に係る発明）。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る段ボール製梱包装置にて梱包された重量物は、梱包された状態で、フォー
クリフト等で直接目的の場所まで運搬され、または、車両に積荷されて目的の場所まで運
搬されて積み卸されて、目的の場所で梱包を解かれる。梱包装置から取出された重量物は
、装備するキャスターを介して設定された場所に運ばれて、当該場所に設置されることに
なる。
【００１４】
　ところで、梱包状態にある重量物を梱包装置から取出すには、作業者は、着地された状
態の梱包装置から締結ベルトを取除いて外装を取外して、重量物を台座から取外す作業を
行う。この場合、重量物を台座から取外すに当たっては、台座をその底板に設けたスリッ
トに沿って２分割しておく。台座の２分割は、底板におけるスリットの延長上にある各端
部を切断して行うが、当該端部の切断は、梱包された重量物を車両から積卸す際の吊下げ
られた状態で行うことができるとともに、着地した状態で、締結ベルトを取除く前、また
は、締結ベルトを取除いて外装を取外した状態でも行うことができる。
【００１５】
　何れにしても、重量物を台座から取外す作業は台座を２分割した状態で行い、作業者は
、先ず、重量物の一方の片側を持上げて、台座の半分を抜き取ってから降ろし、次いで、
重量物の他方の片側を持上げて、台座の残り半分を抜き取ってから降ろす。これにより、
重量物は台座から取外される。台座から取外された重量物は、装備するキャスタを介して
容易に押動されて、設置場所に搬送される。
【００１６】
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　このように、本発明に係る梱包装置によれば、当該梱包装置にて梱包されている重量物
を、一方の片側、および、他方の片側を順次持上げて、台座から取外すことから、重量物
を一度に持上げて、台座から取外す場合に比較して、作業の人手を大幅に削減することが
できる。例えば、従来の梱包装置では、台座からの取外し作業には、４人の人手を要して
いたところ、当該梱包装置では２人の人手でよいという結果を得ている。
【００１７】
　本発明に係る梱包装置においては、特に、台座を構成する底板は下面側に、同底板と着
地面間に所定高さの隙間を形成する脚部を備えるもので、底板と着地面間の隙間にはフォ
ークリフトのフォークを挿入することができるため、当該台座を既存のパレットと同様に
機能させることができる。従って、当該台座を構成する底板に設けたスリットを、その先
端部が台座の着地面間の隙間から切断刃が届く部位に位置させるように形成すれば、フォ
ークリフトから降ろされた状態で、台座の着地面間の隙間に切断刃を挿入して、底板にお
けるスリットの延長上にある各端部を切断することができ、これにより、当該台座を容易
に２分割することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る梱包装置で重量物であるフラワーショーケースを梱包した状態を示
す正面図である。
【図２】当該梱包装置で同フラワーショーケースを梱包した状態を示す側面図である。
【図３】当該梱包装置を構成する台座を示す斜め上方からみた斜視図（ａ）、同台座の矢
印ｂーｂ線に沿った切断面図である。
【図４】同フラワーショーケースを台座から取出す場合の作業順序を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、重量物を梱包するのに用いる段ボール製梱包装置に関する。図１および図２
には、重量物であるフラワーショーケースを、本発明に係る梱包装置１０で梱包した状態
を示している。図１は、フラワーショーケース２０を梱包装置１０で梱包した状態の正面
図、図２は、同側面図である。
【００２０】
　当該フラワーショーケース２０は、フレーム構造体の階段状の段部に並列して配列され
た複数の水槽を３段に備えるとともに、活け水が貯留された各水槽に挿入された多数の花
桶２１～２３を備えるものである。当該フラワーショーケース２０においては、切り花を
各花桶２１～２３に活けて展示に供するようになっている。当該梱包装置１０は、当該フ
ラワーショーケース２０を梱包するために使用される。
【００２１】
　当該梱包装置１０は、当該フラワーショーケース２０を載置するための段ボール製の台
座１０ａと、当該フラワーショーケース２０を上方から覆蓋するための段ボール製の外装
（上側外装１０ｂ）を備えるとともに、当該フラワーショーケース２０を左方から覆蓋す
る外装（左側外装１０ｃ）と、当該フラワーショーケース２０を右方から覆蓋する外装（
右側外装１０ｄ）を備えている。
【００２２】
　当該梱包装置１０を構成する台座１０ａは、図３に示すように、長方形の浅い皿状を呈
するもので、当該フラワーショーケース２０が載置された状態の下端部に嵌合して、当該
フラワーショーケース２０を受承する。上側外装１０ｂは、長方形の浅い蓋状を呈するも
ので、台座１０ａに載置されている当該フラワーショーケース２０の頭部に嵌合して、当
該フラワーショーケース２０を上方から覆蓋する。一方、左側外装１０ｃは、左側壁部お
よび右方に延びる前後の壁部を有する断面コ字状を呈するものであり、右側外装１０ｄは
、右側壁部および左方に延びる前後の壁部を有する断面コ字状を呈するものである。
【００２３】
　当該フラワーショーケース２０を当該梱包装置１０にて梱包するには、先ず、当該フラ
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ワーショーケース２０を台座１０ａに載置する。これにより、当該フラワーショーケース
２０は、台座１０ａの底板１１に長方形状に起立する受承壁部１２ａにて受承されて、そ
の外周を長方形の外周壁部１２ｂにて包囲されるとともに、当フラワーショーケース２０
の下面側に突出するキャスターや脚部は受承壁部１２ａと外周壁部１２ｂが形成する溝部
１２ｃ内等に位置され、かつ、当該フラワーショーケース２０の下面側に突出する機器類
は受承壁部１２ａが形成する凹所１２ｄ内に位置される。
【００２４】
　台座１０ａに載置された状態のフラワーショーケース２０には、その左側外周部に左側
外装１０ｃを嵌合させ、嵌合させた左側外装１０ｃの下端部を台座１０ａの外周壁部１２
ｂ内に挿入して起立させる。同様に、台座１０ａに載置された状態のフラワーショーケー
ス２０には、その右側外周部部に右側外装１０ｄを嵌合させ、嵌合させた右側外装１０ｄ
の下端部を台座１０ａの外周壁部１２ｂ内に挿入して起立させる。この状態のフラワーシ
ョーケース２０の頭部に上方外装１０ｂを上方から嵌合して、フラワーショーケース２０
の頭部および左右の両外装壁部１２ｃ，１２ｄの上端部を覆蓋する。最後に、台座１０ａ
および上側外装１０ｂ間に左右一対の締結ベルト１２ｅを掛け回して締結する。これによ
り、当該フラワーショーケース２０は、図１および図２に示すように、当該梱包装置１０
にて梱包される。
【００２５】
　しかして、当該梱包装置１０を構成する台座１０ａにおいては、図１～図３に示すよう
に、台座１０ａを構成する底板１１の下面側には、底板１１の前後方向に延びる所定高さ
で所定幅の脚部１３ａ～１３ｄが設けられている。左右側の両脚部１３ａ，１３ｄは、底
板１１の左右の各端部近傍に位置し、中央側の両脚部１３ｂ，１３ｃは、底板１１の左右
の中央部にて、所定の間隔を保持した状態で並列して位置している。また、当該台座１０
ａにおいては、底板１１の左右の中央部に幅狭のスリット１４が形成されている。当該ス
リット１４は、中央側の両脚部１３ｂ１３ｃ間に位置して、底板１１の前後方向に所定長
さ延びている。
【００２６】
　当該台座１０ａを構成する底板１１の各脚部１３ａ～１３ｄは、台座が着地した場合に
は、底板１１と着地面Ｇ間に、所定高さの隙間Ｌを形成すべく機能する。当該台座１０ａ
の隙間Ｌは、フォークリフトのフォークの挿入を許容するもので、当該台座１０ａは既存
のパレットとしても機能する。また、台座１０ａを構成する底板１１に形成されているス
リット１４は、底板１１の前後の端部１１ａ，１１ｂを残した状態まで延びていて、各脚
部１３ａ～１３ｄが形成する隙間Ｌを通して、カッターナイフＣ（切断刃）がスリット１
４の各先端に届く位置にある。
【００２７】
　当該フラワーショーケース２０は、当該梱包装置１０によって上記したように梱包され
る。梱包されたフラワーショーケース２０は、たとえば、梱包状態で車両に積載されて目
的地に搬送されて、目的地にて積み卸しされる。積み卸しされた梱包状態のフラワーショ
ーケース２０は、例えば、フォークリフトにて設置場所の近傍まで運搬されて、当該地に
降ろされて、着地した状態で梱包を解かれ、梱包装置１０から取出される。梱包装置１０
から取出されたフラワーショーケース２０は、装備するキャスターを介して設置場所まで
運ばれて、当該設置場所にて設置される。
【００２８】
　ところで、当該フラワーショーケース２０を当該梱包装置１０から取出すには、図４に
示す作業順序に基づいて行う。図４は、当該フラワーショーケース２０を当該梱包装置１
０から取出す一実施態様を示すもので、梱包を解くに当たっては、フラワーショーケース
２０を収容する梱包装置１０から締結ベルト１２ｅを取除き、上側外装１０ｂ、左側外装
１０ｃ、右側外装１０ｄを取外して、図４（ａ）に示すように、フラワーショーケース２
０が台座１０ａに載置されている状態とし、この状態の台座１０ａを左右に２分割する。
【００２９】
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　当該台座１０ａを２分割するには、台座１０ａにおけるスリット１４の延長上にある前
端部１１ａおよび後端部１１ｂを、台座１０ａと着地面Ｇ間の隙間Ｌを通して挿入したカ
ッターナイフＣを用いて切断する（図３ｂを参照）。これにより、台座１０ａは、左右に
２分割される。
【００３０】
　作業者は、図４（ａ）の状態にある当該フラワーショーケース２０の片側のみを持上げ
て、分割された台座１０ａの半分１０ａ1をフラワーショーケース２０の下面側から抜出
すとともに、フラワーショーケース２０を降ろしてその片側を着地させる（図４ｂ，ｃを
参照）。作業者は、次いで、図４（ｃ）の状態にある当該フラワーショーケース２０の他
の片側のみを持上げて、分割された台座１０ａの他の半分１０ａ2をフラワーショーケー
ス２０の下面側から抜出すとともに、フラワーショーケース２０を降ろしてその片側を着
地させる（図４ｄを参照）。台座１０ａから取外されたフラワーショーケース２０は、自
らが装備するキャスターを介して設置場所に運ばれて、当該場所に設置されることになる
。
【００３１】
　このように、本発明に係る梱包装置１０によれば、当該梱包装置１０を構成する台座１
０ａに載置されているフラワーショーケース２０を、一方の片側、および、他方の片側を
順次持上げて、台座１０ａから取外すことから、フラワーショーケース２０をその全体を
持上げて台座１０ａから取外す場合に比較して、作業の人手を大幅に削減することができ
る。例えば、従来の梱包装置では、台座からの取外し作業には、４人の人手を要していた
ところ、当該梱包装置１０では、台座１０ａからの取外し作業には、２人の人手でよかっ
た。
【符号の説明】
【００３２】
１０…梱包装置、１０ａ…台座。１０ｂ…上側外装、１０ｃ…左側外装、１０ｄ…右側外
装、１１…底板、１１ａ…前端部、１１ｂ…後端部、１２ａ…受承壁部、１２ｂ…外周壁
部、１２ｃ…溝部、１２ｄ…凹所、１２ｅ…締結ベルト、１３ａ～１３ｄ…脚部、１４…
スリット、２０…フラワーショーケース、２１～２３…花桶、Ｌ…隙間、Ｃ…カッターナ
イフ、Ｇ…着地面。
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